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１．趣旨 

  本仕様書は、指定管理者が行う天川村営入浴施設「天の川温泉センター」（以下、「施設」

という。）及び天川村営駐車場「坪内駐車場」（以下、「駐車場」という。）の管理運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．管理運営に関する基本的な考え方 

  施設等を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）施設等の設置目的に基づき管理運営を行うとともに、天川村（以下「村」という。）

の村民の健康増進及び地域の活性化に寄与すること並びに、村の道路交通の円滑化

及び自動車利用者等の利便の増進に寄与すること。 

（２）使用者が安心して使用できるように円滑な運営と施設等の適切な維持管理を行うこ

と。 

（３）効率的な管理運営を行い､経費の縮減と環境負荷の低減に努めること。 

（４）使用者の意見・要望を管理運営に反映させ、使用者にとって快適な施設・駐車場とな

るように努めること。 

（５）使用者への対応は、親切丁寧を心がけ、常にサービスの向上に努めること。 

（６）適切な宣伝活動を行い、施設の使用促進に努めること。 

（７）個人情報の保護の徹底及び防犯、防火、救急その他の緊急時の対策について適切な措

置を講ずること。 

（８）新型コロナウィルス感染症の拡大防止に配慮した運営に努めること。 

 

３．施設の概要 

（１）①名 称  天の川温泉センター 

   ②所在地  天川村大字坪内２３２番地 

   ③沿 革  昭和６２年   天の川温泉センター オープン 

             天川村直営による運営 

     平成２８年   天の川温泉センター大規模改修工事完了 

     平成２９年４月  第一次指定管理者による管理運営 

     令和４年３月   第一次指定管理者による管理運営終了 

   ④施設の概要 

   ・木造２階建て 

    男女別浴室（露天風呂付）、トイレ、機械室、玄関ロビー、職員休憩室、１階広間、

薪ボイラー室（別棟） 

   ・外構施設等：植栽、源泉槽、受水槽、倉庫、重油タンク 

              

 



3 
 

（２）①名 称  坪内駐車場 

   ②所在地  天川村大字坪内２２番地の１ 

   ③駐車場の概要  

   ・駐車場   １面   ・外構施設等 

   ・ゲート装置 １式   ・植栽 

   ・公衆トイレ １棟   ・照明設備 

 

４．指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 

 

５．指定管理料 

  村は指定管理者に対して、指定期間中の指定管理料は支払わない。 

 

６．村への納付金 

（１）指定管理者は、指定期間中、収支計画書（様式第４号）において提案した金額をもと

に、村と協議し協定書に定めた納付金を毎年度、村に納入すること。（提案する金額

及び積算根拠を収支計画書（様式４号）に明記すること） 

（２）指定管理者は、管理運営事業による営業利益の３０％に相当する金額を村に納入する

こと。 

（３）納入金額及び納入時期等については、別途協定書に定めるものとする。 

（４）村または指定管理者は、工事・事業の実施及びやむを得ない事情により、当初合意さ

れた納付金が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって変更を

申し出ることが出来るものとする。ただし、指定管理者が本業務を実施するなかで、

利用料金の減少及び指定管理者の事情により管理運営費の不足が生じた場合はこの

限りではない。 

（５）村または指定管理者は前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

（６）変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 

７．関係法令等の遵守 

  指定管理者は、次に掲げる法令、条例、規則及び本仕様書を遵守するものとする。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

② 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）及び同法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号） 

③ 公衆浴場法施行条例（昭和２４年奈良県条例第２号）及び同法施行細則（昭和６１年奈良県規則第

６号） 

④ 天の川温泉センター設置及び管理に関する条例（昭和６２年３月３１日条例第１号）及び同条例施

行規則（平成２８年９月１５日規則第１４号） 
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⑤ 天川村営駐車場設置及び管理に関する条例（平成２９年３月１３日条例第５号）及び同条例施行規

則（平成２９年３月１５日規則第６号） 

⑥ 天川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成２８年９月１５日条例第２３

号）及び同条例施行規則（平成２８年９月１５日規則第１０号） 

⑦ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

⑧ 天川村個人情報保護条例（平成１８年３月２０日条例第１３号）及び同条例施行規則（平成１８年

３月２９日規則第８号） 

⑨ 天川村情報公開条例（平成１８年３月２０日条例第３号）及び同条例施行規則（平成１８年３月２

０日規則第１号） 

⑩ その他施設の管理業務に適用される法令等 

 

８．指定管理者が行う業務 

（１）施設等の使用に関する業務 

  ①業務の内容 

ア． 入浴施設・駐車場・自主営業に関すること。 

イ． その他、施設・駐車場の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

  ②施設等の使用許可・制限 

ア． 施設、駐車場、設備、備品の使用の許可に関すること。 

イ． 施設、駐車場、設備、備品の使用の制限に関すること。 

  ③利用料金等の徴収・減免等 

ア． 施設、駐車場の利用料金の収納に関すること。（利用料金制） 

イ． 施設、駐車場の利用料金の減免等に関すること。（村と事前協議） 

ウ． 行政財産の目的外使用料の収納に関すること。 

（２）施設、駐車場、附属設備及び備品等の維持管理に関する業務 

  ①施設の保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業務を含む） 

  ②附属設備の保守管理業務（運転、監視、点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業

務を含む） 

  ③外構施設（駐車場）保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の管理業務を含む） 

  ④備品等維持管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の管理業務を含む） 

  ⑤施設内外の清掃業務 

（３）事務処理業務 

  ①業務全般に係る庶務（村への事業報告の作成ほか） 

  ②経理業務 

  ③その他、村長が定めた業務 

（４）業務に必要な許可、届出等 

  ①消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第８条に基づく防火管理者選任届出 
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  ②その他業務内容により、必要となる許可及び届出 

（５）対象外の業務 

  ①行政財産の目的外使用の許可に関すること。 

  ②その他村長のみが行うことができる権限に属するもの。 

 

９．管理運営の基準 

（１）使用時間 

   ①施設 

基本的な使用時間は、午前１１時から午後８時（受付は午後７時３０分まで）、村

直営時は、ゴールデンウィークや夏休み等については、午後９時まで使用時間を延長

していた。 

    なお、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認を得て、使用時間を変更

することができる。 

   ②駐車場 

    ゲート装置による管理を基本とし、２４時間営業とする。なお、指定管理者が必要

と認めるときは、村長の承認を得て、使用時間を変更できる。 

（２）休館日 

   ①施設 

火曜日を休館日とする。なお、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認

を得て、休館日を変更することができる。 

   ②駐車場 

    基本的に年中無休とする。なお、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承

認を得て、休館日を変更することができる。 

（３）施設等の使用の許可等 

   指定管理者は、管理条例及び管理条例施行規則で定めるところにより、施設の使用の

許可又は不許可及び使用の制限並びに使用の取消等を行う。 

（４）施設等の利用料金 

  ①利用料金制の採用 

   地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用し、利用料金は指定管

理者の収入として収受する。 

  ②利用料金の決定 

   利用料金は条例に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ村長の承認を

得て定めるものとする。 

  ③利用料金の減免 

   指定管理者は、次に掲げるときは、利用料金を減免するものとする。 

ア． 村が公務のために使用するとき 
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イ． その他村長が特に必要と認めるとき 

上記のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、村長の承認を得て利用料金を減免するこ

とができる。 

  ④施設における既発行回数券及び優待券 

既に発行された回数券及び優待券は、令和４年度以後も効力を有するものとする。

この使用による使用料金については、村発行分は指定管理者が使用済み券を村に提

出・請求することにより村が精算する。 

前指定管理者発行分は指定管理者が使用済み券を前指定管理者に提出・請求する

ことにより前指定管理者が精算する。 

  ⑤利用料金の返還 

    指定管理者は、既納の利用料金を返還しないものとする。ただし、非常災害その他

使用者の責に帰すことができない理由により施設・駐車場が使用できなくなったと

きは、既納の利用料金の全額を返還するものとする。 

（５）職員の配置基準 

    指定管理者は、管理運営業務の実施にあたって、次のとおり従業員の配置等に留意

すること。 

  ①施設においては、施設の管理及び施設の利用許可等に支障がない勤務体制とし、不足

の事態に備えて代替の従業員の確保や連絡網の整備に努めること。駐車場において

は、ゲート装置による管理を基本とするため、従業員の常駐は必要としないが、不足

の事態に備えて従業員の確保や連絡網の整備に努めること。 

  ②施設においては、業務の履行と責任体制を確保するため、責任を持って施設を管理す

る統括責任者を配置するとともに、使用時間内は、適切なスタッフを施設に常時１名

以上配置するものとする。駐車場においては、併設する施設の従業員を兼務すること

ができる。 

  ③防火管理業務等に関して、能力及び運営実績を有する者を配置すること。 

  ④従業員の雇用は、地元雇用に極力努めること。 

  ⑤従業員の資質を高めるため、日頃から積極的に研修を行い、最低年１回は研修会を実

施し、施設の管理運営に必要な知識と技術の取得に努めること。 

  ⑥従業員の勤務条件については、労働関係法令を遵守すること。 

（６）個人情報の保護及び情報公開における指定管理者の責務 

  ①個人情報の保護 

   指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び天川村個人情報保護条例の規定を

遵守し、個人情報の保護に関し適切な措置を講じなければならない。また、指定管理

者が行う管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し知り得

た秘密を漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。 

  ②情報公開 
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   指定管理者は、施設の管理業務に関する情報公開を行うため、必要な措置を講じなけ

ればならない。このため、天川村情報公開条例に準拠した規定を設けるものとする。 

（７）施設等の修繕と費用負担 

  ①指定管理者は、施設・駐車場・附属設備等に関し、事業計画書に定めのない修繕又は

変更を行う場合、事前にその内容及びその他の必要事項を村に通知し、書面による承

諾を得ることとする。 

  ②修繕費用に関しては、原則として効用持続年数を維持するために必要な限度の維持

修繕については指定管理者の負担によるものとする。ただし、この場合指定管理者が

負担すべき金額の上限は修繕個所一ヵ所につき２０万円までとし、それを越える金

額については村が負担する。また、投資的な修繕で効果が永年にわたる修繕、大規模

改修など資本的価値を高めるものや設備の更新については村が実施するものとする

が、具体的な判断については個々に協議するものとする。 

（８）物品の管理 

  ①備品の管理 

   備品とは、比較的長期にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に耐える

ものをいう。 

ア． 村が所有する備品については、指定管理者に無償で貸与することとし、管理費は指定管理者の

負担とする。使用目的に供することができなくなったとき、または亡失のあったときは直ちに

村に報告すること。 

イ． 村が所有する備品については、形状の変更、館外への持ち出し、または第三者に貸与若しくは

譲渡してはならない。ただし、貸与に村からの依頼のあった場合はこの限りでない。また、施

設内において、保管場所を移動させた場合は使用後に元に戻すこと。 

  ②消耗品の管理 

   指定管理者は、施設運営に支障を来さないよう必要な消耗品を購入し、管理すること。 

（９）防犯・防災・応急対策等 

  ①指定管理者は、施設・駐車場内での事故発生の防止に努めること。 

  ②指定管理者は、緊急時の対応及び防犯・防災・応急対策についてマニュアルを作成し、

従業員に研修、指導を行うこと。 

  ③指定管理者は、リスクに対する適切な範囲内で施設賠償責任保険に加入すること。な

お、村が施設設置者として瑕疵がある場合は、村が損害賠償責任を負うが、その責任

が指定管理者の施設の管理責任に起因する場合は、指定管理者が損害賠償責任を負

うものとする。 

  ④火災保険は、村において加入する。 

（１０）施設等の変更及び原状回復 

   指定管理者は、施設等に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、

あらかじめ村長の承認を受けたときは、その限りではない。また、指定期間が終了し
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たとき又は指定を取り消されたときは、施設等を直ちに原状に回復するものとする。 

（１１）第三者への一括委託の禁止 

   指定管理者は、管理業務を自ら行うことを原則とし、一括して第三者に委託すること

はできない。ただし、清掃、保安等の個別業務については、村長の承認を得て第三者

に委託することができる。 

（１２）自己評価の実施 

   指定管理者は、モニタリングなど利用者等からの施設運営に関する意見等を聴取し、

適宜、自己評価を行うなど、サービスの向上に努めること。 

（１３）環境への配慮 

  ①消耗品の使用にあたっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。 

  ②省エネルギーを推進するため、効率の良い事業計画を立てるように努めること。 

  ③廃棄物の発生抑制、減量化及びリサイクルに努め、廃棄物が出た際は適正に処理する

こと。 

（１４）事業報告等 

  ①事業報告 

   ア．事業報告の時期等 

    ・指定管理者は、各年度の事業報告書を翌年度の５月２０日までに村に提出するこ

と。 

    ・年度途中において、指定を取り消されたときは、当該日から起算して５０日以内

に当該日までの報告書を村に提出すること。 

    ・村が必要と認めたときは、随時報告すること。 

    ・事業報告書及び管理に関する帳簿は、常に整理し５年間保存すること。 

   イ．事業報告書に記載する内容 

    ⅰ使用状況報告 

    ⅱ収入状況報告 

    ⅲ経費状況報告 

    ⅳ収益状況報告 

    ⅴ使用者ニーズの把握 

    ⅵ施設・駐車場管理状況報告 

   ②使用状況等の報告 

   ア．報告の時期等 

     指定管理者は、使用状況等を毎月報告することとし、当該月の翌月１５日までに

村に提出すること。 

   イ．報告の内容 

    ・施設・駐車場使用状況 

    ・施設・駐車場管理状況 
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    ・利用料金等の収入実績 

    ・その他村長が提出を求めるもの 

（１５）調査・指示への対応 

  ①指定管理者は、村から求められたときは、施設・駐車場物品、各種帳簿等の実地調査

に協力しなければならない。 

  ②指定管理者は、村から管理運営業務又は経理に関して指示を受けたときは、その指示

に従わなければならない。 

（１６）行政財産の目的外使用 

  地方自治法に基づく行政財産の目的外使用については、村長の許可（行政財産の目的外

使用）を得なければならない。 

（１７）管理基準等の変更 

  指定管理者が管理基準や施設等について、サービスの効率性や効果性、経費抑制等の理

由で見直しをする場合は、村と指定管理者との協議のうえで決定する。 

（１８）指定の取り消し 

  村が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指

定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができ

る。この場合において、指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。 

（１９）管理業務の継続が困難となった場合 

  ①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

   指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合は、村

はその指定を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、村に生じた

損害について賠償するものとする。 

  ②指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合 

   不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことができない事由により、管理業務の継続が

困難になった場合は、その継続の可否について両者協議のうえ、村はその指定を取り

消すことができる。 

（２０）業務の引継ぎ等 

  ①指定管理者は、協定締結後、速やかに業務引継ぎ、研修等の事前準備を行うものとす

る。なお、事前準備に要した費用は、指定管理者の負担とする。 

  ②指定期間の終了は指定の取り消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、

施設・駐車場の管理運営に支障がないよう、円滑な引継ぎに協力し、必要な資料等に

ついて提供するものとする。 
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村と指定管理者との主なリスク分担表 

項目 村 指定管理者 

施設・駐車場の運営業務（入浴施設・駐車場の営業、

受付、苦情処理） 

 ◎ 

施設・駐車場の維持管理業務（清掃、施設・駐車場

保守点検、設備法定点検、日常的修繕、保安・警備、

樹木管理、駐車場管理、安全衛生管理、集客イベン

ト開催、光熱水費支出等） 

 ◎ 

施設・駐車場の使用の許可、不許可、許可の取り消

し等 

 ◎ 

利用料金制に伴う料金徴収業務 ○（額の承

認） 

◎ 

天災等による履行不能 ※１ 協議事項 

施設・駐車場設備等の改修、修繕 ※２ ○ ○ 

物品備品管理 ※３  ◎ 

債務不履行 村の事由による協定内容の不履行 ◎  

指定管理者の事由による業務並び

に協定内容の不履行 

 ◎ 

損害賠償 

※４ 

施設、駐車場、機器等の不備による

事故等 

◎  

施設・駐車場管理上の瑕疵による事

故等 

 ◎ 

運営リスク 施設、駐車場、機器等の不備又は施

設管理上の瑕疵並びに火災等事故

による臨時休館等に伴う運営リス

ク 

 ◎ 

契約期間終了後の現状回復  ◎ 

包括的管理責任 ◎  

 

※１ 天災時（台風・地震等）不可抗力への対応 

  ・施設、駐車場、機器等が復旧困難な被害を受けた場合、業務全部の停止を命じること

がある。 

  ・復旧可能な場合、その復旧に要する経費について指定管理者は村と協議する。 

  ・災害発生時は、罹災者への待機など、災害対応のために業務の一部又は全部の停止を

命じる場合がある。 
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  ・施設・駐車場又は使用者が被災した場合は、迅速かつ適切に対応し、災害等の拡大防

止に努めるとともに、直ちに村に報告するものとする。 

  ・警報発令に加え、道路の雨量規制発令があった場合、業務の一部又は全部の停止につ

いて、指定管理者は村と協議する。 

  ・上記の場合、村は、指定管理者に対する休業補償は行わない。 

※２ 規模の大小に関わらず改修、修繕に伴う業務の一部又は全部を停止することに伴う

指定管理者に対する休業補償等は行わない。 

※３ 村が配置した備品は、指定管理者が管理する。新規に購入する備品については、指定

管理者が調達し、購入にあたっては事前に村に報告すること。 

※４ 管理上の瑕疵等の事故に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険に加入す

ること。 

 

１０．その他の留意事項 

（１）指定管理者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、指定期間

終了後及び指定の取り消し後においても同様とする。 

（２）申請書類の著作権は、申請者に帰属する。ただし、村が必要と認めるときは、申請者

の許可を得て、申請書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（３）申請内容に、特許権、商標権、その他法令に基づいて保護される第三者の権利を用い

る提案があり、これらを用いる結果生じる事象に係る責任は、全て申請者が負うもの

とする。 

（４）村が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁ずる。また、

村の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示した

りすることを禁ずる。 

（５）この仕様書に定めるもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生

じた場合は、村と指定管理者がその都度誠意を持って協議し、決定することとする。 

 

１１．提出書類 

  別紙「天川村営入浴施設「天の川温泉センター」天川村営駐車場「坪内駐車場」指定管

理者募集要項 ８．応募の手続き」のとおり提出して下さい。 

 

１２．問合せ先 

  奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地 

  天川村役場 地域政策課 

  ＴＥＬ ０７４７－６３－０３２１ 

  メール chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp 


